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研究成果の概要（和文）：本研究は、新会社法が経済社会にもたらした影響について、法学者と経済学者の共同研究に
より、理論と実証の両面から明らかにすることを目的とするものであり，(1) 新会社法の諸ルールに関する解釈論ない
し制度論的検討、(2) 新会社法下での企業行動ないし経済活動に関する実証的研究、(3) 平成26年に予定される会社法
改正に関する検討、(4)新会社法以外の、会社を取り巻く諸ルールの役割に関する理論的または実証的研究を行った。

研究成果の概要（英文）：The project performed (1) theoretical analyses of the new corporate code, (2) empi
rical analyses of firm behavior under the new new corporate code, (3) analyses of the 2014 reform of the c
orporate code, and (4) theoretical and empirical analyses of various legal rules other than the new corpor
ate code.
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１．研究開始当初の背景 
 平成 17 年に、平成年間における一連の会
社法制の規制緩和の到達点ともいうべき会
社法（以下、「新会社法」という）が制定さ
れ、平成 18 年に施行された。新会社法の内
容については、研究開始当時から賛否両論が
あったが、施行後の実態を踏まえた議論はま
だ少なく、理論と実証の双方からの検証が必
要と考えられた。 
 
２．研究の目的 
本研究は、新会社法が経済社会にもたらし

た影響について、法学者と経済学者の共同研
究により、理論と実証の両面から明らかにす
ることを目的とするものである。 

 
３．研究の方法 
毎年、月 1 回程度の定例研究会および年 1

回の合宿を開催し、研究分担者や連携研究者
が各自の研究内容を報告し、それについて討
議を行うことを中心に、研究を進めた。また、
関連領域の研究者にも研究会での報告を依
頼し、それについての討議を通じて、メンバ
ーの見識を含めた。 
 
４．研究成果 
 ３で述べた研究会での討論を踏まえて、研
究代表者や研究分担者が、各自の研究成果を
雑誌論文、書籍あるいは学会報告の形で公表
した。これらの研究成果を、その研究目的に
よりグループ分けすると、次のようになる。 
(1) 新会社法の諸ルールに関する解釈論ない
し制度論的検討、(2) 新会社法下での企業行
動ないし経済活動に関する実証的研究、(3) 
平成 26 年に予定される会社法改正に関する
検討、（４）新会社法以外の、会社を取り巻
く諸ルールの役割に関する理論的または実
証的研究である。以下、順にその内容および
当該グループにおける主な研究成果を述べ
る。 
(1) 新会社法の検討 
 新会社法は、種類株式の多様化、機関構造
の選択自治の範囲拡大、あるいは組織再編に
おける対価柔軟化など、会社のファイナンス、
ガバナンスあるいは M&A に関する多くの重
要な改正を行っている。こうした新会社法の
諸ルールに関する解釈モッド内について、制
度の歴史や実務の同項を踏まえた分析、検討
を行った。主な研究成果としては、次のもの
がある。 
① ファイナンス関係の規律 
種類株式の発行や自己株式の償還、あるい

は株主・債権者の関係といった、ファイナン
ス関係のルールの分析を行った。この方面の
主な研究成果として、雑誌論文⑰⑳・図書⑧ 
がある。 
② ガバナンス関係の規律の検討 
ガバナンス関係の会社法の規律としては、

第一に、株主の議決権行使や委任状勧誘とい
った、株主総会に関するルールの分析を行っ

た（雑誌論文⑮）。また、特に委任状勧誘（そ
のための株主の探知）と関連の深い、株主名
簿の閲覧請求等に関する判例分析（図書①②
③④）も行った。第二に、取締役会・監査役
といった会社の監督機関に関する分析（雑誌
論文①⑩）、役員報酬や義務・責任に関する
研究を行った（雑誌論文⑭・学会発表②）。 
③  M&A 関係の規律 
 対価柔軟化を初めとする重要な改正を行
った新会社法の規律につき、反対株主の株式
買取請求等において問題となる株式の価格
決定（雑誌論文㉑）や、事業の譲渡の意義（雑
誌論文㉓）に関する問題を中心に、研究を行
った。 
(2) 新会社法下における企業行動・経済活動
に関する実証的研究 
 本研究ではまた、新会社法下における企業
行動ないし経済活動を実証的に研究した。特
に、新会社法では、対価柔軟化を初めとした
M&A を容易にする法改正が行われたことか
ら、新会社法下の M&A（特に MBO・LBO）
について、株式持合いなど伝統的な日本企業
の慣行の影響にも留意しつつ、研究を行った
（学会発表③・図書⑦）。また、新会社法下
での日本株式投資の実態の研究の一環とし
て、政府系ファンドの日本株式投資の決定要
因分析も行った（図書⑥）。また、経済学者
による実証研究を踏まえつつ、望ましい法制
度のあり方をどのように分析すべきかを論
じた法学者の研究として、雑誌論文③⑩があ
る。 
(3) 新たな法改正の動きに対応した研究 
 本研究の研究期間中に、経営不振企業が債
務を免れるために会社分割を行う事例（いわ
ゆる詐害的会社分割）が頻発するなど、新会
社法による規制緩和の弊害が顕在化したよ
うにも見られる事例が現れた。また、オリン
パス事件、大王製紙といった企業スキャンダ
ルを一つの契機として、日本のコーポレー
ト・ガバナンスに関する問題点も従来以上に
指摘されることになった。こうした流れを受
け、平成 24 年に、法制審議会が会社法制の
見直しに関する要綱を答申し、これを受けた
会社法の改正が、平成 26 年中にも成立する
見通しである。本研究では、新会社法の影響
を理論的・実証的に検討するという当初の研
究目的からの自然な発展として、こうした法
改正の動きについても、研究を進めることに
した。この領域での具体的な研究成果として
は、オリンパス事件の影響を研究した学会発
表②、監査等委員会設置会社創設の動機の一
つであった、監査役制度に対する批判を検証
する雑誌論文⑩、会社法改正で新設される、
支配権の異動を伴う新株等の発行について
株主総会決議を要求する規制に関する雑誌
論文⑬、詐害的会社分割に対処するための新
規性について検討する図書⑤がある。 
(4) 新会社法以外の会社を取り巻く諸ルール
の分析 
本研究はまた、会社を規律対象とし、その



活動に影響を及ぼす法制度（自主規制も含む）

は、会社法以外にも重要なものが存するとの

問題意識のもと、さまざまな企業関係法制に

ついての研究も積極的に進めた。具体的には、

上場会社の買収のあり方を規律するルール

として近時新たに導入された金商法上の強

制公開買付規制の検討（雑誌論文㉑）や、現

在の民法（債権法）改正で論点となっている

詐害行為取消権の偏頗弁済への適用の有無

の経済的意義の分析（雑誌論文⑲）を行った。

その他、執行・倒産法制（雑誌論文⑨））、独

占禁止法ないし競争政策（雑誌論文⑤⑧・学

会発表①）、商取引法（雑誌論文④）、国際私

法（雑誌論文⑧）、公民連携（雑誌論文⑦）、

取引所の自主規制（雑誌論文⑫）といった諸

領域で、研究成果を公表した。また、本研究

のような法学者・経済学者の共同研究の理論

的な基盤を提供するものとして、法学にとっ

ての経済分析の有益性をメタ・レベルで示す

理論的研究も行った（雑誌論文㉔）。 
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